
企 画 総 務 委 員 会 

令和７年３月２５日 

職員の旅費に関する条例付則第３項から第１２項までの規定による各条例の一部改正

（案）新旧対照表 

１ 付則第３項の規定による墨田区長等の給料等に関する条例（昭和２２年墨田区条

例第７号）の一部改正（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
第３条 〔略〕 

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、

車賃、宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞

在費、家族移転費、旅行雑費及び死亡手当

とし、その額は別表２による。 

３ 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する

条例（令和７年墨田区条例第  号）の適

用を受ける職員の例による。 

別表２ 

種 類 旅費の額 

宿泊費 

（１夜 

当たり 

の額） 

内国旅行 

実費額又は国家公務員等の旅

費支給規程（昭和２５年大蔵

省令第４５号。以下「省令」

という。）別表第２の１本邦

の表東京都の項内閣総理大臣

等の欄に定める額（副区長に

あっては、同項指定職職員等

の欄に定める額）のいずれか

低い額 

外国旅行 

実費額又は省令別表第２の２

外国の表上欄に掲げる地名の

区分に応じ、同表内閣総理大

臣等の欄に定める額（副区長

にあっては、指定職職員等の

欄に定める額）のいずれか低

い額 

宿泊手 

当（１ 

夜当た 

りの定 

額） 

内国旅行 省令別表第３の１本邦の表下

欄に定める額  

外国旅行 

省令別表第３の２外国の表上

欄に掲げる国の区分に応じ、

同表下欄に定める額 

宿泊費及び宿泊手

当以外の旅費 

職員の旅費に関する条例の適

用を受ける職員の例により定

める額 

 備考  

第３条 〔略〕 

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、

車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着

後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死

亡手当とし、その額は別表２による。 

３ 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する

条例（昭和３３年墨田区条例第２０号）の

適用を受ける職員の例による。 

別表２  

職 名 旅費の額 

区 長 

国家公務員等の旅費に関する法律（昭

和２５年法律第１１４号）中、内閣総

理大臣等（日当、宿泊料、食卓料及び

死亡手当については、内閣総理大臣等

中その他の者）相当額（鉄道賃、船賃

及び航空賃については、当該額の範囲

内の実費額） 

副区長 

国家公務員等の旅費に関する法律中、

指定職の職務にある者（同法第３４条

第１項第１号に規定する旅行に係る航 

空賃については、同号ロに該当する者）

相当額（鉄道賃、船賃及び航空賃につ

いては、当該額の範囲内の実費額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  １ 内国旅行とは、職員の旅費に関する

条例第２条第１号に規定する内国旅行

をいい、外国旅行とは、同条第２号に

規定する外国旅行をいう。 

  ２ 宿泊手当については、職員の旅費に

関する条例第１４条第２項から第４項

までの規定を準用する。 

 

 

 

 

 

 

    

 

２ 付則第４項の規定による墨田区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条

例（昭和３１年墨田区条例第８号）の一部改正（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （費用弁償） 

第４条 〔略〕 

２ 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車

賃、宿泊費及び宿泊手当とし、その額は副

区長相当額とする。 

３ 〔略〕 

 〔同左〕 

第４条 〔略〕 

２ 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車

賃、日当、宿泊料及び食卓料の７種とし、

その額は副区長相当額とする。 

３ 〔略〕   

 

３ 付則第５項の規定による墨田区選挙管理委員会等の調査に出頭する者の費用弁償

に関する条例（昭和３１年墨田区条例第９号）の一部改正（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （費用弁償） 

第２条 〔略〕 

２ 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航

空賃、車賃、宿泊費、宿泊手当及び旅行雑

費とし、その額及び支給方法は、職員の旅

費に関する条例（令和７年墨田区条例第 

あ号）の適用を受ける職員の例による。た

だし、その合計額が１日につき５，０００ 

円に達しないときは、５，０００円とする。

 

３ 〔略〕 

 〔同左〕 

第２条 〔略〕 

２ 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航

空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅

行雑費とし、その額及び支給方法は、職員

の旅費に関する条例（昭和３３年墨田区条

例第２０号）の適用を受ける職員の例によ

る。ただし、その合計額が１日につき５，

０００円に達しないときは、５，０００円

とする。 

３ 〔略〕 
  

 

 

 



 

４ 付則第６項の規定による墨田区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

（昭和３１年墨田区条例第１７号）の一部改正（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （費用弁償） 

第５条 〔略〕 

２ 前項の費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、

航空賃、車賃、宿泊費、宿泊手当及び旅行

雑費とし、その額は副区長相当額とする。

ただし、議長又は副議長が、区議会を代表

する場合は、区長相当額とする。 

３ 費用弁償の支給方法は、職員の旅費に関

する条例（令和７年墨田区条例第  号）

の適用を受ける職員の例による。 

 〔同左〕 

第５条 〔略〕 

２ 前項の費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、

航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び

旅行雑費とし、その額は副区長相当額とす

る。ただし、議長又は副議長が、区議会を

代表する場合は、区長相当額とする。 

３ 費用弁償の支給方法は、職員の旅費に関 

する条例（昭和３３年墨田区条例第２０号）

の適用を受ける職員の例による。 

 

５ 付則第７項の規定による墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及

び費用弁償に関する条例（昭和３１年墨田区条例第１９号）の一部改正（案）新旧

対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （費用弁償） 

第６条 〔略〕 

２ 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航

空賃、車賃、宿泊費、宿泊手当及び旅行雑

費とし、その額は、副区長相当額とする。 

 

３ 〔略〕 

 〔同左〕 

第６条 〔略〕 

２ 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航

空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅

行雑費とし、その額は、副区長相当額とす

る。 

３ 〔略〕 

 

６ 付則第８項の規定による墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例

（昭和３１年墨田区条例第２０号）の一部改正（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （旅費） 

第３条 〔略〕 

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、

車賃、宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞

在費、家族移転費及び旅行雑費とし、その

額は、副区長相当額とする。 

 〔同左〕 

第３条 〔略〕 

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、

車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着 

後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とし、

その額は、副区長相当額とする。 



 

７ 付則第９項の規定による墨田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭

和３１年墨田区条例第２１号）の一部改正（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （費用弁償） 

第４条 〔略〕 

２ 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車

賃、宿泊費及び宿泊手当とし、その額及び

支給方法は、墨田区規則で定める。 

 〔同左〕 

第４条 〔略〕 

２ 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車

賃、日当、宿泊料及び食卓料の７種とし、

その額及び支給方法は、墨田区規則で定め

る。 

 

８ 付則第１０項の規定による墨田区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭

和３４年墨田区条例第２号）の一部改正（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （費用弁償） 

第３条 〔略〕 

２ 前項の費用弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、

宿泊費及び宿泊手当とし、その額は、副区

長相当額とする。 

 〔同左〕 

第３条 〔略〕 

２ 前項の費用弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、

日当及び宿泊料の５種とし、その額は、副

区長相当額とする。 

 

９ 付則第１１項の規定による外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇

等に関する条例（平成元年墨田区条例第７号）の一部改正（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （一般の派遣職員に対する旅費の支給） 

第７条 一般の派遣職員には、特に必要があ

ると認められるときは、職員の旅費に関す

る条例（令和７年墨田区条例第  号）に

定める赴任の例に準じ旅費を支給すること

ができる。 

 〔同左〕 

第７条 一般の派遣職員には、特に必要があ

ると認められるときは、職員の旅費に関す

る条例（昭和３３年墨田区条例第２０号）

に定める赴任の例に準じ旅費を支給するこ

とができる。 

 

 

 

 

 



 

１０ 付則第１２項の規定による墨田区常勤の監査委員の給料等に関する条例（平成

２９年墨田区条例第３号）の一部改正（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （旅費） 

第３条 〔略〕 

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、

車賃、宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞

在費、家族移転費及び旅行雑費とし、その

額は、副区長相当額とする。 

 〔同左〕 

第３条 〔略〕 

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、

車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着 

後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とし、

その額は、副区長相当額とする。 

 

 


